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―― 部会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

関東バス 土屋　敏和
第258回「特別研修会並びに新年初顔合会」が、
１月15日、日本閣で開催されました。始めに中野
税務署・宮崎第２統括官より挨拶があり、続いて
中野税務署の唐澤第１統括官より『確定申告』に
ついて説明をしていただきました。
平成15年分の所得税の改正事項について次のよ
うに説明されました。
１ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特
別控除の改正
２　配当課税の見直し
３ 商品先物取り引きに係る雑所得等の特例の
改正
４ 先物取り引きの差金等決済に係る損失の繰
越控除の創設
５ 中小企業者の小額減価償却資産の取得価額
の必要経費算入の特例の創設
６ 情報通信機器等を取得した場合等の特別償
却又は所得税額の特別控除の創設

７　開発研究用設備の特別償却の創設
など細目に亘り説明をして頂きました。
『暮らしの税情報』からも「株式と税」や「医
療費」など説明をしていただき、毎年の事ですが、
誤りのない申告をと参加者一同決意をした次第で
す。
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◆源泉研究部会◆

『確定申告』『株式と税』についての研修会

中野計器 矢島　友伸
去る12月３日、青年部会『第125回研修会』が日
本閣に於て開催されました。第1部の研修会では、
講師に中野税務署の野村上席調査官をお迎えして、
『中小企業税制を利用したい時』と題して講義をし
て頂きました。
要点を非常に上手くまとめられ、限られた時間
の中での中身の濃い内容に、いつもながら感服致
しました。
質問もかなり活発にされ、大変に有意義な研修
会になりました。
第２部の「異業種交流会」は、宮島副会長のご
挨拶と乾杯のご発声で開始。若手の部会員も増え、
年齢の幅が広がり、とても刺激的な雰囲気を感じ
ました。耳を傾けてみると、厳しい経済環境の中、
悩みを打ち明け“うちではこうしてるよ！”等の
ご意見を頂戴し、元気付けられている者、又、お
互い傷をなめ合っている者…。いずれにしても、
皆“自分の会社は自分で守る”という信念の表わ
れだと思いました。

諸先輩方が築かれてきた素晴らしいこの青年部
会がより魅力あるものとなり、より強固に親会を
支えて行けたらと一部会員として願っております。

◆青年部会◆

『中小企業税制を利用したい時』についての研修会

＊ 1月22日、チャリティーと
して、パソコンの贈呈式が
法人会館で行われました。
中野福祉事業団（ニコニ
コ事業団）の石川理事長始
め３名の方にご臨席頂きま
した。

毎年の事ですが…

熱心に研修会が…


